
９．放射線業務従事者の３年間の関係事業所数及び経過線量 
 ［平成１３年度～１５年度］ 

 
 

                 
 
［表の見方］ 

・放射線業務従事者の線量限度は、５年間につき 100mSv 及び１年間につき 50mSv。なお、５年間

は平成１３年４月１日以後５年毎に区分した各期間。 

・例えば、表における線量5mSvを超え10mSv以下の３年間関係事業所数５「298」という値は、平

成１３年度～１５年度３年間に５ヶ所の事業所で放射線業務を行い、その線量が5mSvを超え

10mSv以下であった者が298人であったことを示す。 

3年間関係　　

事業所数 1 2 3 4 5 6 7 8以上 計（人）

　線量（mSv） (%)

54,021 11,677 4,313 1,955 943 439 191 155 73,694

人 人 人 人 人 人 人 人 (83.7)

2,193 1,490 956 523 298 174 90 38 5,762

(6.5)

903 780 525 356 212 116 60 28 2,980

(3.4)

458 497 354 256 171 92 50 33 1,911

(2.2)

236 315 231 160 119 59 45 28 1,193

(1.4)

176 207 180 136 81 59 35 25 899

(1.0)

178 226 208 161 112 72 41 55 1,053

(1.2)

100 81 96 61 49 46 23 26 482

(0.5)

24 15 16 15 14 7 4 8 103

(0.1)

0 0 0 0 0 0 0 0 0

(0.0)

0 0 0 0 0 0 0 0 0

(0.0)

0 0 0 0 0 0 0 0 0

(0.0)

0 0 0 0 0 0 0 0 0

(0.0)

0 0 0 0 0 0 0 0 0

(0.0)

58,289 15,288 6,879 3,623 1,999 1,064 539 396 88,077

(66.2) (17.4) (7.8) (4.1) (2.3) (1.2) (0.6) (0.4) (100.0)
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70を超え

100以下　

90以下　

5を超え

10以下　

10を超え

15以下　

15を超え

60を超え

70以下　

50を超え

60以下　

5以下　

40以下　

40を超え

50以下　

25以下　

25を超え

30以下　

30を超え

20を超え

20以下　

（mSv)
平均線量

（％）

計（人）

100を超える

90を超え

80以下　

80を超え


